
 

経理規程 

第１章 総 則 

（⽬ 的） 
第１条 この規程は､NPO 法⼈⼈と動物の共⽣センター（以下｢この法⼈｣という｡）における 

経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把
握し、この法⼈の健全かつ能率的な運営を図ることを⽬的とする｡ 

 

（適⽤範囲） 
第２条 この規程は、この法⼈の経理業務のすべてについて適⽤する｡ 

 

（経理の原則） 
第３条 この法⼈の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、⼀般に公正妥

当と認められる特定⾮営利活動法⼈の会計の慣⾏に準拠して処理されなければならない｡ 
 

（会計年度） 
第４条 この法⼈の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 ⽉ 1 ⽇から翌年 3 ⽉ 31 ⽇までとする｡ 

 

（会計区分） 
第５条 会計の区分は次のとおりとする。  
（1） 特定⾮営利活動に係る事業会計 
（2） その他の事業会計  

 
（経理責任者） 
第６条 経理責任者は、事務局⻑とする｡ただし、経理責任者に事故があるとき⼜は経理責任者が

⽋けたときは、理事⻑が経理責任者の職務代⾏者を指名することができる。 
２ 経理事務の担当者は、経理責任者の指⽰に従って経理事務を処理するものとする。 

 

（帳簿書類の保存･処分） 
第７条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする｡ 
（3） 財務諸表等（収⽀決算書を含む。） 永久 
（4） 会計帳簿及び会計伝票 10 年 
（5） 証憑書類 10 年 
（6） 収⽀予算書 5 年 
（7） その他の書類 5 年 

２ 前項の保存期間は､当該事業年度の決算が⾏われる総会の⽇から起算するものとする。 
 



 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 
（勘定科⽬の設定） 
第８条 この法⼈の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するため 

必要な勘定科⽬を設ける｡ 
 

（会計処理の原則） 
第９条 会計処理を⾏うに当たっては、⼀般に公正妥当と認められる、特定⾮営利活動法⼈の会計
処理の原則に準拠して⾏わなければならない。 
 
（会計帳簿） 
第１０条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする｡ 
（1） 主要簿 

(1) 仕訳帳  
(2) 総勘定元帳 

（2） 補助簿 
(1) 現⾦出納帳  
(2) 預⾦出納帳 
(3) その他必要な勘定補助簿 

 

（証 憑） 
第１１条 証憑とは、取引の正当性を⽴証する書類をいい、次のものをいう｡ 
（1） 請求書 
（2） 領収書 
（3） 証明書 
（4） 検収書、納品書及び送り状 
（5） ⽀払申請書 
（6） 契約書、覚書その他の証書 
（7） その他取引を裏付ける参考書類 

 
（記 帳） 
第１２条 仕訳帳及び総勘定元帳は、すべて証憑に基づいて記帳しなければならない｡ 
２ 補助簿は、証憑書類に基づいて記帳しなければならない｡ 

 

（帳簿の更新） 
第１３条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する｡ 

 

第３章 収支予算 
（活動予算書の⽬的） 
第１４条 活動予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表⽰し、かつ、活動



 

予算と実績との⽐較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを⽬的とする｡ 
 

（活動予算書の作成） 
第１５条 経理責任者は、事業計画に基づき、活動予算書の案を作成し、毎事業年度開始の⽇の 

45 ⽇前までに理事⻑に報告するものとする。 
２ 理事⻑は、活動予算書を作成し、理事会の承認を得て総会の議案とし、総会にて承認を得て確
定する｡ 

 

（活動予算の執⾏） 
第１６条 各事業年度における費⽤の⽀出は、活動予算書に基づいて⾏うものとする。 
２ 活動予算の執⾏者は、理事⻑とする｡ 
 
（活動予算の流⽤） 
第１７条 予算の執⾏にあたり、特定⾮営利活動促進法の趣旨に照らし、社会の動きに合わせて柔
軟に活動を展開していくために、理事⻑の判断により、勘定科⽬間および部⾨間において流⽤す
ることができる。 
２ 各種助成⾦については、助成を⾏う団体等に提出する予算書に基づいて執⾏し、勘定科⽬間お
よび部⾨間の流⽤については、助成を⾏う団体等の定める規則に基づいて⾏うものとする。 

 

第４章 金 銭 
（⾦銭の範囲） 
第１８条 この規程において⾦銭とは、現⾦及び預⾦をいう｡ 
２ 現⾦とは、通貨、⼩切⼿、郵便為替証書をいう。 
３ ⼿形及びその他の有価証券は、⾦銭に準じて取扱うものとする｡ 
 

（会計責任者） 
第１９条 ⾦銭の出納及び保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならない｡ 
２ 会計責任者は、経理責任者が任命する｡ 

 

（⼿許現⾦） 
第２０条 会計責任者は、⽇々の現⾦による⽀払いに充てるため、⼿許現⾦をおくことができる｡ 
２ ⼿許現⾦の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする｡ 
３ ⾦銭の出納に係る責任者は、現⾦について毎週の現⾦出納終了後、その在⾼と帳簿残⾼を照
合しなければならない｡ 

 

（⾦銭の過不⾜） 
第２１条 ⾦銭に過不⾜が⽣じたときは、会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置に

ついては、経理責任者の指⽰を受けなければならない｡ 
 



 

第５章 財 務 
（借⼊⾦） 
第２２条 ⾦銭の借り⼊れを⾏う場合は、総会で決議された借⼊⾦最⼤限度額の範囲で、理事⻑が
⾏う｡ 

 

第６章 契 約 
（契約機関） 
第２３条 契約は、理事⻑⼜はその委任を受けた者（以下「契約担当者」という。）でなければこ

れをすることができない。 
 ２ 理事⻑が契約担当者に委任する場合には、委任の範囲を明確に定めなければならない。 
 
（相⾒積もり） 
第２４条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、複数の業者に対して
相⾒積もりを⾏い、各業者に関する留意すべき事項を付して理事会に提出し、理事会の決裁を得
なければならない。 

 
（随意契約） 
第２５条 合理的な理由により、相⾒積もりを⾏うことが適当でない場合においては、随意契約に

よるものとする。 
なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。 
（1） 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が 100万円を超えない場合 
（2） 契約の性質⼜は⽬的が相⾒積もりに適さない場合 
（3） 緊急の必要により相⾒積もりに付することができない場合 
（4） 相⾒積もりに付することが不利と認められる場合 
（5） 時価に⽐して有利な価格等で契約を締結することができる⾒込みのある場合 

 
（契約書の作成） 
第２６条 契約担当者は、契約者が決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には
契約の⽬的、契約⾦額、履⾏期限及に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。ただし、契約の性質⼜は⽬的により該当のない事項については、この限りでない。 
（１）契約履⾏の場所 
（２）契約代⾦の⽀払い⼜は受領の時期及び⽅法 
（３）かし担保責任 
（４）契約に関する紛争の解決⽅法 
（５）その他必要な事項 
２ 前項の規定により契約書を作成する場合においては、理事⻑は契約の相⼿⽅とともに契約書

に記名押印しなければならない。 
 



 

（契約書の作成を省略することができる場合） 
第２７条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができ

る。 
 （１）随意契約で契約⾦額が 100万円を超えない契約をするとき 

２ 第 1 項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約
の適正な履⾏を確保するため、請書その他これに準ずる書⾯を徴するものとする。 

 
（定期的な契約内容の⾒直し） 
第２８条 物品等の購⼊について取引基本契約に基づき継続的な取引を⾏っている場合、定期的に
契約内容の⾒直しを⾏うものとする。 

 

第７章 決 算 
（決算の⽬的） 
第２９条  決算は、⼀定期間の会計記録を整理し、当該期間の収⽀を計算するとともに、その期末
の財政状態を 明らかにすることを⽬的とする。  

 

（計算書類の作成） 
第３０条 会計責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し理事会に提出しな
ければならない。 

 （１）財産⽬録 
（２）貸借対照表 
（３）損益計算書 
２ 計算書類は理事会および総会の承認を得なければならない。 

 

第８章 雑 則 
（細 則） 
第３１条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事⻑が定める｡ 

 

（改 廃） 
第３２条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 

附 則 
この規程は、令和 2 年 1 ⽉ 26 ⽇から施⾏する。( 令和 2 年 1 ⽉ 26 ⽇理事会決議 ) 
この規程は、令和 5 年 9 ⽉ 15 ⽇から施⾏する。( 令和 5 年 9 ⽉ 15 ⽇理事会決議 ) 

 


